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パ 、

「

立

か

 

 

ブリック・インボルブメント（Public Involvement）とは
市民参画」または「住民参画」と訳されます。公共事業の施策を

案する過程で地元住民などから幅広く意見を募り、計画決定に活
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していく手法です。 



はじめに 
 
伊平屋村・伊是名村は沖縄本島那覇市の北約 100ｋｍに位置する離島村であり、
沖縄本島との交通手段は両村がそれぞれ運天港との間に運航しているフェリーが

主に担っています。しかし、現在の船舶交通では那覇市までの移動に 4 時間を要
するほか、荒天によるフェリーの欠航により、住民生活に多大な支障を来たして

います。 
そのため、両村では、本土復帰当時から沖縄県等に対し空港整備に向けた要請活

動を行なってきました。また、両村は平成 9年～11 年度にかけて「伊平屋村・伊
是名村の地域活性化」に向けた調査検討を実施し、その中で空港整備は同地域の

活性化に向けて実現すべき重要な課題であり、この課題を含め、同地域に共通す

る課題を共同で取り組むことに意義があるとしています。 
また、沖縄県においても、離島における生活利便性の向上と観光や産業振興の観

点から、同地域における空港整備の検討が行なわれてきました。 
空港の建設候補地については、様々な検討がなされましたが、それまでの検討の

経緯や両村との話し合いにより、伊平屋村の野甫島を候補地として検討が進めら

れることとなりました。 
 
これらを踏まえ、平成 17年 11月 24日、沖縄県・伊是名村・伊平屋村は「伊平
屋空港協議会」を設立し、今後空港整備計画等については、協議会の場において

三者で協議しながら進めていくこととしました。 
一方、伊平屋空港の整備にあたっては、国土交通省航空局が定めた「一般空港の

滑走路新設または延長事業に係る整備指針（案）」等に即して、計画段階から県民

等に対し積極的に情報を提供し、広く意見を収集するなどの住民参画の手法（パ

ブリックインボルブメント：PI）を導入することが求められています。 
このため、協議会では、具体的な PIの実施方法について、学識経験者・有識者
で構成する「伊平屋空港 PI実施計画検討委員会」を設置し、委員会の指導助言の
もと、伊平屋空港の整備に関する PI活動を進めるにあたって県民等が参画する手
法を実施計画としてとりまとめました。 
今後、この実施計画に基づき伊平屋空港の整備に関する PI活動を進めて参りま
すので、多くの方々に参加いただきますようお願い致します。 

 
平成 18年 5月 

伊平屋空港協議会 
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１．空港整備へのパブリック・インボルブメント導入の意義 

 
 

（１） パブリック・インボルブメントの導入の経緯 

 
今日、わが国の社会資本整備は、緊急性の高い事業に投資の重点化を図る

とともに、国民への説明責任を充分に果たし、客観性・透明性の高い効果

的な事業の実施が求められています。 
このような状況の中、国土交通省航空局は、交通政策審議会航空分科会の

答申を踏まえ、「一般空港の滑走路新設または延長事業に係る整備指針

（案）」（以降、「空港整備指針（案）」という）及び「一般空港の整備計画

に関するパブリック・インボルブメント・ガイドライン（案）」（以降、「PI

ガイドライン（案）」という）を平成 15年に公表しました。 
そのため、伊平屋空港の空港整備の進め方については、「空港整備指針

（案）」及び「PI ガイドライン（案）」の主旨を踏まえ、積極的な情報提供

と幅広い意見収集を行いながら取り組んで行きたいと考えております。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

PIガイド
構想・施設計画段階にお

伊平屋空港の整備の流れ 

一般空港の整備指針（案）
（事業採択に係る整備の必要性計画の妥当性・事業の実現性等に関する基準） 

空港の整備計画に関する

情報を公開するととも

に、市民の意見を収集し、

事業の透明性を確保 

新規事業

採択時の

評価 

 
開港 

 
事後 
評価 

整備指針（案）が満たされなけ

れば事業採択されない 

新規 
事業 
採択 

 
設計 

 

内容を反映

環境影響評価・航空法

等の手続き 

空港整備計画に関する PI 

 
工事 

 

現在はこの段階 

内容を配慮

 

ライン（案）
ける住民参加のための手続き等 

内容を配慮
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（２）ＰＩの流れと市民参加の機会 

 
伊平屋空港の空港整備の流れの中で、市民が事業に参画する機会は、事業

主体が構想・計画の事業化を意思決定する過程で行う PI と、空港整備事業

や環境アセスメントを進めるなかで法律・条令等で開催が義務付けられて

いる公式的な意見聴取の場があります。また、PI は、空港整備の必要性等
を問うステップ１と空港整備計画の妥当性等を問うステップ２の２段階で

実施します。 
 
 
ＰＩは２ステップで実施する旨、記載 
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沖縄県環境影響評価条例に基づく公告・縦覧 

 
 

航空法第 39条に基づく「公聴会」の開催 
 
 

事業採択 

ＰＩの基本的な流れ 

意見
収集

意見
収集

意見
収集

意見
収集

情報
提供

情報
提供

情報
提供

情報
提供

意見
収集

情報
提供

伊平屋空港のＰＩ（ステップ２） 
空港整備計画の妥当性等について意見収集／

終了判断・結果公表 

伊平屋空港のＰＩ（ステップ１） 
空港整備の必要性等について意見収集／ 

終了判断・結果公表 

ＰＩ実施計画書（案）に対する意見募集

ＰＩ実施計画書の策定・公表

ＰＩ実施計画書（案）の作成

市民参加の機会 

空港整備の必要性等 

に対する市民参加 

空港整備計画の 

妥当性等に対する市民参加 

飛行場設置に関する意見 

環境影響評価に対する市民参加 

・「方法書」に対する意見 

・「準備書」に対する意見 

ＰＩ実施の実施手法 

に対する市民参加 



 
 

（３）パブリック・インボルブメント（PI）を行うことの意義 

 

PI 手法は、行政が市民への説明責任を果たし、透明性、公平性を確保し

つつ、さらに効率的な事業の実施を可能にするなど、住民参加を促す必要

不可欠な手法として認知されています。 
 
 

ＰＩを行うことの意義 

① 事業に関する市民の認知度、理解度の向上 

② 市民ニーズを反映することによる事業の質的向上 

③ 事業に対する市民のコンセンサス形成に向けた環境整備 

④ 事業の効率性（時間・費用）の向上と事業の透明性、公平性の確保 
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２．ＰＩ実施計画の策定にあたっての基本方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
方針①：伊平屋村・伊是名村の住民の参加を積極的に促します。 

空港整備は、伊平屋村・伊是名村の地域の将来像に直接係る事業であり、

空港整備に対する両村の住民の理解と協力が得られることが重要です。そ

のため、両村の住民に対して充分な情報提供を行うとともに、住民参加を

積極的に促します。 

 

方針②：充分な情報を提供し、広く意見を収集します。 

空港整備に係る技術的な検討内容のほか、第三者機関による評価・助言

等の内容も含め、皆様にわかり易くとりまとめて提供します。 

また、皆様から頂いた意見は、個人が特定できる情報を除いた上で取り

まとめ、公表します。 

 

方針③：市民との双方向性の高いＰＩ手法を取り入れます。 

市民の参画による空港整備を進めていくため、PI 対象者の特性に応じ

た双方向性の高い PI 手法を採用します。 

 

方針④：透明性を確保し、中立・公正なＰＩを実施します。 

PI 活動は、第三者機関（PI 評価委員会）の評価・助言等を受けながら

実施します。また、その内容についても公表します。 

 

方針⑤：適切な時間管理に努めます。 

PI の実施目標を達成する上で、迅速な情報提供、意見収集を行い、効

率的な PI の実施に努めます。 

～基本方針～ 
 

方針①：伊平屋村・伊是名村の住民の参加を積極的に促します。 

方針②：充分な情報を提供し、広く意見を収集します。 

方針③：市民との双方向性の高いＰＩ手法を取り入れます。 

方針④：透明性を確保し、中立・公正なＰＩを実施します。 

方針⑤：適切な時間管理に努めます。 
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３．ＰＩの実施体制 

伊平屋空港の PI の取り組みは、事業の実施主体となる「沖縄県」と、沖

縄県、伊平屋村及び伊是名村で構成される「伊平屋空港協議会」が中心と

なり、進めて参ります。 
PI の実施においては、伊平屋空港に係る情報を広く PI 対象者に公表す

るとともに、幅広く意見を募集します。 
また、「有識者等からなる第三者機関」を設置し、PI が充分に機能する

よう客観的な立場から助言を頂くとともに、事業主体と市民との情報や問

題点の共有化が充分に図られ、合意形成が図られる過程が適切であるかな

どについて、評価して頂きます。 
 

 

第三者機関（ＰＩ評価委員会）（④の機能） 
（PI全般について客観的な立場からの評価・助言等） 

ＰＩ対象者 
 
○伊平屋･伊是名
村民 

○地元関係団体 
○沖縄県民 
○伊平屋空港に
関心を有する
個人及び団体 

 

～市民の参画による空港整備計画の作成～ 

PI実施主体 
 
伊平屋空港協議会 

○沖縄県 

（事業主体） 

（②、③の機能) 

○伊平屋村 

○伊是名村 

の３者で構成 
 
伊平屋空港協議会事務局 

 沖縄県土木建築部空港課 

PI対象者への公表
 
○PIプロセス 
○空港整備計画 
○PI 意見を反映した見直
し案 

○PI実施報告書 等 

ＰＩプロセス、伊平
屋空港の整備計画
に対する意見

（
①
の
機
能
） 

PI 実施主体に対
する評価･助言等

提示・報告 
○PIプロセス 
○経過報告 
○PI実施報告書 

伊平屋空港のＰＩの実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ③ 方向性の決定など意思決定を行う機能

② 各種の調査検討を実施する機能 ④  PI に対し、評価・助言等を行う機能 

① PI を実施する機能          

ＰＩ実施体制における４つの機能 
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４．ＰＩの実施目標 

 
 
 
 
 
 
 
 

～ＰＩ（ステップ１）の実施目標～ 

伊平屋空港の整備の必要性等に係る情報を共有し、PI 対象者の考え方を

把握できる状態に達すること。 

～ＰＩ（ステップ２）の実施目標～ 

空港整備計画の妥当性等に係る情報を共有し、PI 対象者の考え方を把握

できる状態に達すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＩの実施目標の達成 

課題の解決・整理

情報の共有 

情報提供・情報公開

意見収集 

市民行政 

＜伊平屋空港のＰＩの実施＞ 

伊平屋空港の整備に関する情報を提供 

伊平屋空港のＰＩの実施目標の達成に向けたフロー 
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５．ＰＩの実施期間(ｽﾃｯﾌﾟ 1 及びｽﾃｯﾌﾟ 2) 

 
 
 
 
 
 

～ＰＩ（ステップ１）の実施時期及び実施期間～ 

PI（ステップ１）は平成 18 年度に実施し、両村に人々が集まる旧盆や夏

祭りイベント等を含む 8 月を中心に、約 1 ヶ月間を目安にご意見を募集す

る予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＩ（ステップ１）の実施時期（予定）と実施期間 

ＰＩ実施計画書の公表 

PI（ステップ１）実施に関するＰＲ活動

収集された意見及び対応方針等の公表 

PI 実施報告書・第三者機関の評価 

PI（ステップ１）の終了を判断／ 
PI（ステップ１）結果公表 

Ｈ18 年 8 月 

Ｈ18 年度 

初め 

Ｈ18年7月 

Ｈ18 年 10 月

～11 月 

PI 手法による情報提供・意見収集
（1 ヶ月程度を想定） 

Ｐ
Ｉ
対
象
者 

空港整備の必

要性等の情報

を公表及び意

見収集 

ＰＩ実施計画

書(案)の公表
及び意見収集 

PI 実施計画書（案）に対する 
意見収集 

PI(ステップ１) 

実施期間 

（3～4 ヶ月を目安） 

第三者機関（ＰＩ評価委員会）による評価・助言等 
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～ＰＩ（ステップ２）の実施について～ 

PI（ステップ 1）が終了すると、PI(ステップ２)に移行します。PI(ステ

ップ２)も、両村の行事・イベントの開催など、人々が島に集まる時期を踏

まえ、約 1 ヶ月間を目安にご意見を募集する予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＩ（ステップ２）の実施期間 

PI（ステップ２）実施に関するＰＲ活動

収集された意見及び対応方針等の公表 

PI 実施報告書・第三者機関の評価 

PI（ステップ２）の終了を判断／ 
PI（ステップ２）結果公表 

PI 手法による情報提供・意見収集
（1 ヶ月程度を想定） 

Ｐ
Ｉ
対
象
者 

空港整備計画

の妥当性等に

関する情報を

公表及び意見

PI（ステップ２） 

実施期間 

（3～4 ヶ月を目安） 

第三者機関（ＰＩ評価委員会）による評価・助言等 
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６．ＰＩにおいて提供する情報内容 

PI（ステップ１）では、伊平屋空港の整備の必要性等に関する情報を提供

します。 

また、PI（ステップ２）では、伊平屋空港の整備計画の妥当性等に関する

情報を提供します。 

これらの情報は、一般の人々にもわかり易い内容で冊子等に取りまとめ、

伊平屋空港協議会が皆様に提供致します。具体的な情報提供内容は、以下

のものを想定しています。 
 

ＰＩ（ステップ１）において提供する情報内容（予定） 

提供情報の項目 提供情報の技術的内容等 

「空港整備の必要性」 

に関する情報 

同地域と那覇が航空で結ばれることで、どの程度の時間短

縮が図れるか、また、期待される効果はどのようなものが

あるかなど、空港整備の必要性を判断する上で必要な情報

を提供します。 
○伊平屋村・伊是名村を支える交通の問題点 
○将来の航空利用者数の予測 
○空港を整備した場合に島に及ぼされる効果･影響 等 

「候補地」 

に関する情報 

いつから空港整備に対する要望があったのか、候補地はど

のように選定されたのか、空港とはどんな施設なのか、な

どに関する情報を提供します。 

○空港整備に向けた取り組みの概要 
○野甫島が空港の候補地となった経緯 
○空港計画の概要 等 

 
 

ＰＩ（ステップ２）において提供する情報内容（予定） 

提供情報の項目 提供情報の技術的内容等 

「空港整備計画」 

に関する情報 

伊平屋空港の整備計画に関する情報を提供します。 

○滑走路、空港用地の位置・範囲 

○空港に整備される照明・無線施設の概要 

○ターミナル地域・駐車場の位置・範囲 等 

「空港整備計画の妥当性」 

に関する情報 

基本計画検討段階で算出される費用対効果分析結果、周辺

環境への配慮等、空港整備計画の妥当性を判断するための

情報を提供します。 

○基本計画段階の費用対効果分析の結果 
○伊平屋－那覇路線の就航の見通し 
○周辺環境への影響の見通し 等 
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７．ＰＩにおけるＰＩ対象者及び意見収集の方法 

伊平屋空港は離島空港であり、離島住民の民生の安定化や地元産業の振

興等を目的としています。そのため、情報提供や意見収集を行う PI 対象者

は、PI を実施する意義からも幅広く想定しますが、本構想の特徴を踏まえ、

伊平屋村・伊是名村の住民や地元関係団体等を重点的な PI 対象者と位置づ

け実施します。 

また、PI 実施の際には、PI 実施の関心を高め双方向性の高さを確保する

観点から、紙媒体、電子媒体を用いた情報提供のほか、地元村役場、地元

関係団体等の協力も得て、充分な情報提供と皆様が気軽に意見を表明でき

る手法を採用します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

伊平屋空港の特性を踏まえ

たＰＩの実施 

伊平屋空港の整備目的 

○島民の生活の安定 

○地元産業の振興 

伊平屋空港の整備は、離島に

暮らす人々の暮らしに直接的に

影響する事業である。 

想定するＰＩ対象者 

 
 
 
 
○沖縄県民 

○伊平屋空港に関心を有する個人及び団体 

～重点実施対象者～ 

○伊平屋・伊是名村民 

○地元関係団体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊平屋空港の特性を踏まえたＰＩの実施手法 

①伊平屋村・伊是名村の地元ネットワークを活用した広報活動 

 伊平屋村や伊是名村の地元各自治会、地元関係団体等の協力を得て、広く PI の実施に

関するＰＲ活動を展開します。 

②ＰＩに係る情報提供の手法 

一般の方々にも充分理解して頂けるよう、情報をわかりやすく掲載した資料を作成し住

民等に配布します。また、フェリーの発着場所である港の待合所や沖縄県庁ロビーにも備

え置き、訪れた方が自由に持ち帰れるようにします。さらに、同資料は両村の広報誌等へ

掲載するほか、電子情報として沖縄県・両村のホームページで公開し、PI 期間中は伊平

屋空港協議会が、随時、同資料の提供依頼を受け付けます。 

その他、双方向のコミュニュケーション手法として、地元住民等を対象とした説明会な

ども開催します。 

③ＰＩに係る意見収集の手法 

皆様が気軽に意見を表明できるよう、ハガキの投函やインターネットによる書き込みで

意見を募集するほか、伊平屋空港協議会でも随時意見を受け付けます。また、地元住民に

対しては役場や自治会等の協力を得て、より多くの意見が頂けるよう努めます。 
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伊平屋・伊是名
村民

地元関係団体 沖縄県民
県外の個人・団

体

行政広報誌への
記事掲載

伊平屋村、伊是名村が定期的に配布する広報紙に、PI実施計画書
を周知する記事を掲載する

● ● ● －

パンフレット配布
PI実施計画書の要点を分かりやすくとりまとめたパンフレットを作成
し、両村地元自治会、地元経済界への配布、また、フェリーの発着
場所である港の待合所、県庁、村役場へ備え置く

● ● ● －

ホームページへの
情報掲載

沖縄県、伊平屋村、伊是名村のホームページにおいて、PI実施計
画書を公表する

● ● ● ●

伊平屋・伊是名
村民

地元関係団体 沖縄県民
県外の個人・団

体

行政広報誌への
記事掲載

伊平屋村、伊是名村が定期的に配布する広報紙に、PI開始を周知
する記事を掲載する

● ● ● －

ポスターの掲示
PI開始を周知するポスターを作成し、フェリーの発着場所である港
の待合所、県庁、村役場に掲示する

● ● ● －

ホームページへの
情報掲載

沖縄県、伊平屋村、伊是名村のホームページにおいて、PI開始を
公表する

● ● ● ●

伊平屋・伊是名
村民

地元関係団体 沖縄県民
県外の個人・団

体

冊子
パンフレットの配布

伊平屋空港の整備の必要性等に係る調査結果をわかりやすくとり
まとめた冊子やパンフレットを作成し、地元自治体、地元関係団体
に配布するほか、行政の情報窓口等にて配布する。また、フェリー
の発着場所である港の待合所にも備え置く

● ● ● －

パネル展示

伊平屋空港の整備の必要性等に係る調査結果について、両村の
住民、県民が気軽に訪れることの出来る場所で一定期間パネルを
用いて情報提供を行う。沖縄県庁、伊平屋村および伊是名村役場
のロビー等を想定する

● ● ● －

ホームページへの
情報掲載

沖縄県、伊平屋村、伊是名村のホームページにおいて、伊平屋空
港の整備の必要性等に係る調査結果概要を公表し、意見募集の
PRを行う

● ● ● ●

説明会
伊平屋村及び伊是名村において、伊平屋空港の整備の必要性等
について、両村の住民等を対象とした説明会を開催する

● ● － －

はがき・インター
ネット・メール等によ
る意見募集

はがき・インターネットメール等を利用して、伊平屋空港の整備の必
要性等に係る情報について、充分認知・理解されたかを確認すると
ともに、両村民をはじめとする県民等から意見を募集する

● ● ● ●

ＰＩ（ステップ１）　手法と実施スケジュール（予定）

　　　　　　　　　　　　ＰＩ対象者 　　　 ●：主要な対象者

内容
　　　　　　　　　　　　ＰＩ対象者 　　　 ●：主要な対象者

内容
　　　　　　　　　　　　ＰＩ対象者　　　　　●：主要な対象者

手法

手法

手法 内容

１．PI実施計画書の公表

収集された意見と対応方針の公表

PI評価委員会の評価・助言

PI（ステップ１）の終了を決定　/　結果公表

２．PI（ステップ１）開始の周知（広報）

３．ＰＩ（ステップ１）の実施（情報提供・意見収集）

４．ＰＩ（ステップ１）の終了・結果公表

P
I
実
施
準
備
期
間

P
I
実
施
期
間

（
3
〜

4

ヶ
月
程
度

）

平
成
　
年
５
月
〜

７
月
末

18

平
成
　
年
８
〜

　
月

18
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※伊平屋空港のパブリック・インボルブメント（PI）は、伊平屋・伊是名の地元ネット

ワークを活用した広報活動を行います。 

例）地元各自治会、地元関係団体の活動等 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊平屋・伊是名
村民

地元関係団体 沖縄県民
県外の個人・団

体

行政広報誌への
記事掲載

伊平屋村、伊是名村が定期的に配布する広報紙に、PI開始を周知
する記事を掲載する

● ● ● －

ポスターの掲示
PI開始を周知するポスターを作成し、フェリーの発着場所である港
の待合所、県庁、村役場に掲示する

● ● ● －

ホームページへの
情報掲載

沖縄県、伊平屋村、伊是名村のホームページにおいて、PI開始を
公表する

● ● ● ●

伊平屋・伊是名
村民

地元関係団体 沖縄県民
県外の個人・団

体

冊子
パンフレットの配布

伊平屋空港の整備計画の妥当性等に係る調査結果をわかりやすく
とりまとめた冊子やパンフレットを作成し、地元自治体、地元関係団
体に配布するほか、行政の情報窓口等にて配布する。また、フェ
リーの発着場所である港の待合所にも備え置く

● ● ● －

ホームページへの
情報掲載

沖縄県、伊平屋村、伊是名村のホームページにおいて、伊平屋空
港の整備計画の妥当性等に係る調査結果概要を公表し、意見募集
のPRを行う

● ● ● ●

説明会
伊平屋村及び伊是名村において、伊平屋空港の整備計画の妥当
性等について、両村の住民等を対象とした説明会を開催する

● ● － －

はがき・インター
ネットメール等によ
る意見募集

はがき・インターネットメール等を利用して、伊平屋空港の整備計画
の妥当性等に係る情報ついて、充分認知・理解されたかを確認する
とともに、両村民をはじめとする県民等から意見を募集する

● ● ● ●

ｑ

ＰＩ（ステップ2）　手法（予定）

　　　　　　　　　　　　ＰＩ対象者 　　　　●：主要な対象者

内容
　　　　　　　　　　　　ＰＩ対象者 　　　　●：主要な対象者

手法

手法 内容

収集された意見と対応方針の公表

PI評価委員会の評価・助言

PI（ステップ２）の終了を決定　/　結果公表

1．ＰＩ（ステップ２）開始の周知（広報）

２．PI（ステップ２）の実施（情報提供・意見収集）

３．ＰＩ（ステップ２）の終了・結果公表

P
I
実
施
準
備
期
間

P
I
実
施
期
間

（
3
〜

4

ヶ
月
程
度

）

※伊平屋空港のパブリック・インボルブメント（PI）は、伊平屋・伊是名の地元ネット

ワークを活用した広報活動を行います。 

例）地元各自治体、地元関係団体の活動等 
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８．収集した意見の取扱い 

頂いた意見は、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律

第 57 号)」を遵守した上で、取りまとめ公表します。 

また、頂いた意見の収集状況に応じて、PI 対象者からの意見、質問、要

求などを整理し、第三者機関による助言・評価等のもと、その意見に対す

る考え方、対応策について公表します。 

 
 

第三者機関（ＰＩ評価委員会

ＰＩ対象者の意見 

ＰＩ実施主体の対応 

収集した意見等を 

内容別に分類・整理 

（ステップ１） 

○空港整備の必要性に関する意見等 
○空港建設の候補地に関する意見等 
（ステップ２） 

○空港整備計画に関する意見等 
○空港整備計画の妥当性に関する意

見等 

必要に応じて対応策を検討

収集

広報・ホームページ

考え方・対応策
を「公表」 

個人情報等を
除き「公表」 

 

収集した意見の取扱い  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

）

広

による助言・評価等 

報・ホームページ

13



 
 
 

９．ＰＩの終了の判断 

PI の各ステップにおいて、PI 実施主体である伊平屋空港協議会は「PI の

実施目標」が達成されたか否かを判断します。達成されたと判断した場合

には、PI の経過や皆様の意見、それに対する対応等を記録した「PI 実施報

告書」をとりまとめ、第三者機関へ報告します。 
第三者機関は、各ステップの PI が適切に実施されたかを評価し、伊平屋

空港協議会はその結果報告を受けて、各ステップにおける PI の終了を総合

的な見地から判断します。これらの過程は、「PI 実施報告書」としてとりま

とめ、公表いたします。 
PI（ステップ１）が終了すると、PI（ステップ２）に移行します。PI（ス

テップ２）が終了すると、事業主体となる沖縄県は事業採択に向けた検討

を実施するか否かを判断します。 

 

 

事業採択に向けた検討を実施 

するか否かを判断 

伊平屋空港協議会が「PIの実施目標」

が達成されたと判断 

伊平屋空港協議会が「PI実施報告書」

を作成 

伊平屋空港協議会が第三者機関の評

価・助言を踏まえ、「PI」の終了・継

続を判断／PI実施報告書公表 

各ステップの「PI

実施報告書」を公

表 

PI（ステップ１及びステップ２）の
結果を踏まえた判断 

ＰＩの終了について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

報告 

第
三
者
機
評価 
関 
助言 
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10．検討委員会の概要 

 

 

伊平屋空港の PI 実施計画（案）は、「伊平屋空港 PI 実施計画検討委員会」を設置し、

同委員会の指導・助言を得ながらとりまとめました。 

 

 

■委員名簿 

氏名 所属・役職 備考 

大 城  保 沖縄国際大学 経済学部経済学科 教授 委員長 

堤 純一郎 琉球大学 工学部環境建設工学科 教授  

崎山 律子 フリージャーナリスト  

 

 

■委員会の開催経緯 

名称 開催日時等 議事等 

第 1 回伊平屋空港 PI 実施計画検討委員会

①野甫島上空からの視察 

視察日 ：平成 18 年 1 月 18 日

視察時間：10：30～10：50 

②野甫島現地視察 

視察日 ：平成 18 年 1 月 18 日

視察時間：11：20～12：30 

③委員会 

開催日 ：平成 18 年 1 月 18 日

開催時間：13：30～15：30 

開催場所：伊平屋村役場 

○委員会開催の前に、飛行機

による伊平屋村野甫島の

上空からの視察及び野甫

島の現地踏査を実施 

○PI の実施方針について 

○候補地について 

○PI 実施計画書（案）につい

て 

第 2 回伊平屋空港 PI 実施計画検討委員会

開催日 ：平成 18 年 3 月 14 日

開催時間：14：00～16：00 

開催場所：那覇市内ホテル 

○第 1回委員会における主な

意見とその対応について 

○PI 実施計画書（案）のとり

まとめについて 

○PI 実施計画書パンフレッ

ト（案）について 
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